
 

 
（貸渡契約の成立等） 
第 4 条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成

立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとし

ます。 

2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを  貸し渡

すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー（以下「代替レンタカー」とい

う。）を貸し渡すことができるものとします。 

3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くな

るときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低く

なるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。 

4. 借受人は、第 2 項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消す

ことができるものとします。 
 
（貸渡契約の解除） 
第 5 条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何らの通知及び催告

をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるもの

とします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。

ただし、特約により貸渡料金が後払いにとなっているとき、または借受期間の延長等によ

り未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。 

（1）この約款に違反したとき。 

（2）借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。 

（3）第 9 条各号に該当することとなったとき。 

2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の暇庇により使用不能となった場合には、   第 22 条 

3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。 
 
（不可抗力事由による貸渡契約の中途終了） 
第 6 条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカ  ー

が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。                 2.借受人は前

項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。 
 
（中途解約） 
第 7 条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することがで

きるものとします。この場合には、借受人は、第 25 条の中途解約手数料を支払うものとしま

す。 

2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタカ 
ーを返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。  

3.前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第 4 条により受領した貸渡料金

を返納しないものとします。 
 


